
平成１９年３月 

   まちづくり局まちづくり調整課 

 

 

川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例により 

設置する標識（「事業計画のお知らせ」の標識）を一部変更します 
 

 
 

建築主及び建築主代理者の皆様へ 

 
 

川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例第１３条により、対象事業者は、対

象事業を行おうとするときは、対象事業の概要を記載した標識を設置しなければならない

と定めております。 
平成１９年４月１日からこの標識の一部を変更しますので、お知らせします。 
変更の内容は、標識の下段の部分で、現在の「標識設置日」、「説明報告書提出日」、   

「承認日」に加えて、新たに「要望書提出期限」、「意見書提出期限」の項目を設けるもの

です。 
 
皆様の御協力をお願いいたします。 

 
 

 
■お問い合わせ 
まちづくり局総務部まちづくり調整課  

電話        044(200)2708 
ファックス   044(200)3969 

                            



■平成１９年４月１日から適用する標識 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
□赤字の部分が、今回変更（追加）する箇所です。 

 

第５号様式 

事業計画のお知らせ 

事 業 の 名 称  

事 業 区 域 の 位 置 川崎市    区 

事 業 区 域 の 面 積  

用 途 地 域  高 度 地 区  

事 業 区 域 の 概 要 

指 定 建 ぺ い 率 ％ 指 定 容 積 率 ％

用 途 住 宅 戸 数 戸

敷 地 面 積 ㎡ 構 造  

建 築 面 積 ㎡ 階 数 地上   階・地下  階 

延 べ 面 積 ㎡ 高 さ ｍ

事 

業 

の 

概 

要 

工 事 着 手 予 定 日    年  月  日 工 事 完 了 予 定 日     年  月  日

住 所  

事 業 者 

氏 名  

住 所  

設 計 者 

氏 名  

住 所  工 事 

請 負 人 氏 名  

標 識 設 置 日      年     月     日 

要 望 書 提 出 期 限 
     年     月     日 

説 明 報 告 書 提 出 日      年     月     日 

  

承 認 日      年     月     日 

・ この標識は、川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例第１３条第１項の規定により設置したものです。

・ この事業計画又は工事について同条例に基づく説明を求められる方は、次の連絡先に申し出てください。 

事業計画に関する連絡先                電話      （   ） 

工事に関する連絡先                  電話      （   ） 

備考 １ 規格は縦１２０センチメートル以上、横９０センチメートル以上とする。 

２ 当該建築物の敷地が市街化調整区域内の場合は、用途地域の欄は、｢用途地域｣の文字を抹消し、 

｢市街化調整区域｣と記載する。  

意 見 書 提 出 期 限

 
 (上記説明報告書提出日の翌日から起算して 14日以内) 

年     月     日 

（提出先：市長）

（提出先：事業者）


